
​業　務　仕　様　書​

​　札幌市（以下「委託者」という。）が受託者に委託する清掃工場ごみ質分析業務（以​

​下「業務」という。）の仕様を以下のとおり定める。​

​1　業務の概要​

​(1)​​業務名：清掃工場ごみ質分析業務​

​(2)​​対象清掃工場​

​以下の2清掃工場とする。​

​ア　発寒清掃工場　札幌市西区発寒15条14丁目1番1号​

​イ　白石清掃工場　札幌市白石区東米里2170番地1​

​(3)​​履行期間：令和8年4月1日（水）から令和9年3月31日（水）まで​

​(4)​​業務の内容​

​清掃工場のピット内のごみの採取及び組成分析を行う。また、組成分析後のごみ​

​を粉砕し、灰分・発熱量測定用の試料を作成し、委託者に提出する。​

​2　一般事項​

​(1)　業務は、業務仕様書に従い、誠実に履行しなければならない。​

​(2)　中立性の保持​

​受託者は、常に中立性を保持するよう努めなければならない。​

​(3)　秘密の保持​

​受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。​

​(4)　環境配慮について​

​受託者は、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に努めるこ​

​と。​

​ア　電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。​

​イ　ごみ減量及びリサイクルに努めること。​

​ウ　両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努​

​めること。​

​エ　自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、ア​

​イドリングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。​

​オ　業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイド​



​ライン指定品を使用すること。​

​カ　業務に関わる従業員に対し、札幌市環境方針の理解及び業務と環境の関連に​

​ついて自覚を持つような研修を行うこと。​

​(5)　業務責任者及び業務担当者​

​ア　受託者は、業務責任者及び業務担当者をもって秩序正しく業務を行わせると​

​ともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する業務担当者​

​を配置しなければならない。また業務責任者は、業務の全般にわたり技術的監​

​理を行なわなければならない。​

​イ　受託者は、業務の円滑な進捗をはかるため、十分な数の業務担当者を配置し​

​なければならない。​

​ウ　業務責任者は、環境計量士（濃度関係）、技術士（環境部門）、環境測定分​

​析士（2級以上）のいずれかを有している者に限る。​

​(6)　施設内で作業を行う場合、作業開始・終了時には、施設責任者の了解を得て、入​

​退場を行うこと。また、施設内での作業は、施設責任者の指示に従っておこなうこ​

​と。​

​(7)　業務履行場所である本市施設の敷地内全て（駐車場での車両内含む）における喫​

​煙は禁止とする。​

​(8)　受託者の不注意により生じた事故及び故障等の一切については、受託者の責任に​

​おいて処理すること。​

​(9)　その他、業務実施に支障をきたす点や不明な事項について、受託者は、委託者と​

​協議の上決定すること。​

​・本調達案件については、本市労務単価のうち日額単価については令和7年度、その他の単価等に​

​ついては令和8年度を適用して積算、入札及び契約を行うこととする。​

​・本調達案件の受託者は、令和8年度の本市労務単価の公表後に、労務単価額の変更に伴う契約金​

​額の変更協議を請求できるものとする。​

​・当該協議により変更する金額については、「令和8年度の本市労務単価により積算された予定価​

​格に当初契約の落札率を乗じた額と当初契約額との差額」により算定することを基本とし、算定​

​方法及び請求方法の詳細は、別途本市から受託者に対し通知するものとする。​

​3　提出書類​

​受託者は、業務の着手及び完了にあたって、契約約款に定めるもののほか、下記の書​

​類を作成し、委託者に提出しなければならない。​



​名　称​ ​規格・内容​ ​提出期限​ ​部数​

​業務着手届​

​労働基準監督署印（労​

​働保険関係成立済印）​

​は不要​

​着手後速やかに​

​1​

​業務責任者等指定通知書​
​所属及び役職名も明記​

​すること。​
​1​

​業務責任者等経歴書​

​業務責任者が、2(5)ウ​

​に定める資格を有する​

​ことが確認できる書類​

​を添付。​

​1​

​業務日程表​ ​―​ ​1​

​業務実施計画書​

​業務実施計画​

​緊急時連絡体制​

​安全管理​

​1​

​業務報告書​

​A4版​

​（6(1)のとおり）​

​業務実施月末の3​

​営業日前まで。ただ​

​し委託者が認めた場​

​合はこの限りでな​

​い。​

​2​

​電子データ（CD-R等）​ ​履行期間内​ ​1​

​業務完了届​ ​―​ ​業務完了後速やかに​ ​1​

​(1)　業務実施計画書に関する注意事項​

​ア　受託者は契約締結後、業務の工程及び調査箇所の詳細について委託者と協議す​

​ること。​

​イ　作業手順等を明確にすること。​

​(2)　業務報告書に関する注意事項​

​ア　計算根拠、資料等はすべて明確にし、整理して提出しなければならない。​

​イ　文献・その他資料を引用した場合は、その文献・資料名を明記しなければなら​

​ない。​

​ウ　作成にあたっては、結果は図表等を用いて具体的かつ明瞭に整理すること。​

​エ　業務報告書の提出は、業務責任者が行うこと。​

​オ　測定・分析状況等、その他、委託者から指定されたものを添付すること。​

​カ　精度管理に関する書類（検量線やクロマトグラム、ほか精度管理関係資料な​

​ど）を添付すること。​

​4　業務の内容​

​(1)　ごみの採取及び組成分析等、灰分・発熱量測定用試料の作成​

​ア　業務実施回数​



​　　　　 発寒、白石清掃工場　各12回／年　（計24回）​

​　　イ　ごみ採取箇所​

​　　　　 各清掃工場のホッパーフロアとする。​

​　　ウ　ごみの採取日時等​

​発寒、白石清掃工場それぞれについて、各回の間隔はおおむね1カ月おきに実施​

​するものとし、いずれも、別途委託者が指定する日の午前に行う。​

​　　エ　分析項目​

​　　　・組成分析（湿ベース11項目、乾ベース11項目、組成別水分率）​

​　　　・採取したごみ全体の水分率及び見かけ比重​

​オ　灰分・発熱量測定用試料の作成​

​乾燥後の①草木類、②布類、③紙類、④紙おむつ、⑤厨芥類、⑥容器包装プラ​

​スチック類、⑦ペットボトル、⑧その他プラスチック類を粉砕機で粉砕し、乾燥​

​後重量の割合で混ぜ合わせた試料25gを2本作成し、業務実施月末の3営業日前まで​

​に委託者に提出する。​

​　​

​5　分析方法等​

​　(1)　ごみの採取​

​厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知（昭和52年11月4日付け環整第​

​95号）「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について」（以下「環​

​整第95号」と略す）に定める方法による。​

​　(2)　組成分析（湿ベース11項目、乾ベース11項目、組成別水分率）​

​「環整第95号」に定める方法に準拠する。項目は、①草木類、②布類、③紙​

​類、④紙おむつ、⑤厨芥類、⑥容器包装プラスチック類、⑦ペットボトル、⑧そ​

​の他プラスチック類、⑨ガラス・陶磁器類、⑩金属類、⑪土砂・その他である。​

​詳細は表1のとおりとする。​

​また、全体の水分率及び見かけ比重を測定する。​

​　　　表1　ごみの分類内訳​

​分類​ ​項目​ ​内　　訳​

​可燃物​

​草 木 類​ ​草、花、木、割り箸、竹など​

​布 類​ ​繊維類、衣類など​

​紙 類​ ​新聞紙、包装紙、雑誌、ちり紙など​



​紙おむつ​ ​紙おむつ​

​厨 芥 類​ ​肉、魚、野菜、果物、飲料など（タバコも含​

​む）​

​プラス​

​チック類​

​容器包装プラスチッ​

​ク類​

​ポリ袋、スーパーの袋、ラップ、食品の袋、​

​食品トレイ、パックなど​

​ペットボトル​ ​ペットボトル​

​その他プラスチック​

​類​

​プラスチック、ペットボトル、プラ成形品、​

​発泡スチロール、ゴム、皮革など​

​不燃物​

​ガラス・陶磁器類​ ​ガラスびん、ガラス製品、せとものなど​

​金属類​ ​缶、栓、金属製品など​

​土砂・その他​
​土砂、石、その他分類不能なもの（毛髪、乾​

​燥剤、掃除機集じん物など）​

​　​

​　6　分析結果の報告​

​　(1)　ごみの採取及び組成分析等​

​　分析結果の報告は、業務実施月末の3営業日前までに行う。ただし、ごみの採​

​取が当該月下旬になった場合など、委託者が認めた場合はこの限りでない。様式​

​は別紙1による。​

​報告書には、次の内容を記載する。​

​ア　①草木類、②布類、③紙類、④紙おむつ、⑤厨芥類、⑥容器包装プラスチッ​

​ク類、⑦ペットボトル、⑧その他プラスチック類、⑨ガラス・陶磁器類、⑩金​

​属類、⑪土砂・その他の各々の湿ベース、乾ベース重量（重量比含む）と水分​

​率を表示する。​

​イ　採取したごみ全体の水分率及び見かけ比重を表示する。​

​ウ　業務状況写真を添付する。特にプラスチック類については、内容物と点数が​

​ある程度わかるよう上下の重なりを極力少なくし撮影する。​

​7　その他​

​(1)　清掃工場の運転トラブル等により、ごみ採取に支障が生じた場合には、採取日を​

​委託者と協議の上、再度実施すること。​

​(2)　清掃工場内での業務実施は、工場作業の支障にならないように注意し、安全及び​

​火気の取り扱いに万全を期すこと。​

​以上​


